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納
め
た
国
民
年
金
保
険

料
は
全
額
が
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
で
す

　
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税

法
お
よ
び
地
方
税
法
上
、
健
康

保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会

保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様

に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除

さ
れ
、
税
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、

　
年
１
月
～　
月
に
納
め
ら
れ

２９

１２

た
保
険
料
の
全
額
で
す
。
過
去
の

年
度
分
や
追
納
さ
れ
た
保
険
料
も

含
ま
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け

で
な
く
、
配
偶
者
や
家
族
（
子
ど

も
な
ど
）
が
負
担
す
べ
き
国
民
年

金
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、

そ
の
保
険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　
な
お
、　

年
中
に
納
付
し
た
国

２９

民
年
金
保
険
料
の
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
に
、

領
収
書
な
ど
保
険
料
を
支
払
っ
た

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が

必
要
で
す
。

　
そ
の
た
め
、　

年
１
月
１
日
～

２９

９
月　
日
に
国
民
年
金
保
険
料
を

３０

納
付
し
た
方
に
は
、　

月
上
旬
に

１１

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明

書
」
が
送
付
さ
れ

る
の
で
、
申
告
書

の
提
出
の
際
に
、
必
ず
こ
の
証

明
書
ま
た
は
領
収
証
書
を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
（　
年　
月
１

２９

１０

日
～　
月　
日
に
、
今
年
初
め

１２

３１

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た

方
に
は
、
翌
年
の
２
月
上
旬
に

送
付
さ
れ
ま
す
）。

　
税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民

年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不

慮
の
事
故
な
ど
万
が
一
の
と
き

に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
保
険
料
は
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
☎
０
４
２
２
・
５
６
・
１
４

１
１
へ
。

　
「
パ
ー
ト
」で
働
く
皆
さ
ん
を
対

象
に
、
法
律
、
労
働
・
社
会
保
険
、

税
金
な
ど
に
つ
い
て
、
基
礎
か
ら

分
か
り
や
す
く
解
説
し
ま
す
。
ま

た
、
ご
希
望
の
方
に
、
個
別
相
談

会
（
秘
密
厳
守
）
も
行
い
ま
す
。

日
ご
ろ
の
疑
問
や
具
体
的
な
問
題

の
相
談
に
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
　
【
日
時
】　

月　
日
（
水
）・　

１１

２９

３０

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
１
時

半
～
３
時
半
が
セ
ミ
ナ
ー
、
３
時

半
～
４
時
半
が
個
別
相
談
会

　
【
会
場
】国
分
寺
労
政
会
館
４
階

第
４
・
第
５
会
議
室
（
国
分
寺
市

南
町
３
ノ　
ノ　
）

２２

１０

　
【
内
容
】　

日
＝
供
働
く
人
僑
を

２９

守
る
法
律
の
い
ろ
い
ろ
（
女
性
を

取
り
巻
く
社
会
情
勢
▽
働
き
方
の

い
ろ
い
ろ
〈
同
一
労
働
同
一
賃
金
、

育
児・介
護
休
業
の
法
改
正
な
ど
〉

▽
就
職
か
ら
退
職
ま
で
の
ポ
イ
ン

ト
）
▼　
日
＝
供
働
く
人
僑
と
労

３０

働
・
社
会
保
険
や
税
金
（
働
き
方

と
労
働
・
社
会
保
険
の
関
係
▽
１

０
３
万
円⇒

１
５
０
万
円
・
１
３

０
万
円
・
１
０
６
万
円
の
壁
）

　
【
対
象
】パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
、

　
学
童
保
育
所
の　
年
度
入
所
の

３０

申
し
込
み
受
け
付
け（
一
次
申
請
）

を
、　

月
１
日
（
金
）
～
７
日

１２

（
木
）
に
行
い
ま
す
。

　
学
童
保
育
所
は
、
放
課
後
帰
宅

し
て
も
、
保
護
者
の
就
労
な
ど
に

よ
り
家
庭
で
育
成
（
監
護
）
を
受

け
ら
れ
な
い
児
童
を
、
保
護
者
に

代
わ
っ
て
専
門
の
職
員
が
育
成
支

援
す
る
施
設
で
す
。

　
今
回
入
所
の
対
象
と
な
る
の
は
、

　
年
４
月
に
小
学
新
１
年
生
～
新

３０

６
年
生
に
な
る
児
童
で
す
。

　
【
受
付
日
時
】　

月
１
日（
金
）・

１２

２
日（
土
）・６
日（
水
）・７
日（
木
）

が
午
前
８
時
半
～
午
後
５
時
。
４

日
（
月
）・５
日
（
火
）
が
午
前
８

時
半
～
午
後
８
時

　
【
受
付
場
所
】
児
童
青
少
年
課

（
市
役
所
２
階
）

　
【
学
童
保
育
所
費
】１
人
月
額
６

６
０
０
円

　
※
学
童
保
育
所
費
の
減
免
を
希

望
す
る
方
は
、「
提
出
書
類
」の
③

女
性
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。
①
親
・
子
・
兄
弟
姉
妹

な
ど
を
扶
養
し
て
い
る
方
（
所
得

制
限
無
し
）
②
年
間
所
得
が
２
０

３
万
６
０
０
０
円
以
下
で
、
母
子

家
庭
の
母
親
と
し
て　
歳
未
満
の

２０

子
を
扶
養
し
た
こ
と
の
あ
る
方
ま

た
は
婚
姻
歴
の
あ
る　
歳
以
上
の

４０

方
　
※
い
ず
れ
も
貸
し
付
け
が
自
立

に
つ
な
が
る
と
判
断
さ
れ
、
償
還

の
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

　
夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
民
税
・
都
民

税
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
市
税
の

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な

方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】夜
間
納
税
相
談
窓
口
＝

　
月　
日
（
火
）
午
後
８
時
ま
で

１０

３１

▼
休
日
納
税
相
談
窓
口
＝　
月　
１０

２８

日
（
土
）・　
日
（
日
）
の
い
ず
れ

２９

も
午
前
９
時
～
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間・休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
【
そ
の
他
】介
護
保
険
料
、保
育

園
保
育
料
、
学
童
保
育
料
は
、
納

付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

領
収
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

方
。
　
【
貸
し
付
け
の
種
類
・
申
請
方

法
】
技
能
習
得
・
転
宅
・
修
学
な

ど
の
目
的
ご
と
に
資
金
の
種
類
が

分
か
れ
て
い
ま
す
。
申
請
は
事
前

予
約
の
上
、
児
童
青
少
年
課
（
市

役
所
２
階
）
へ

　
※
審
査
の
結
果
、
貸
し
付
け
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
償
還
方
法
】資
金
ご
と
に
設
定

さ
れ
て
い
る
期
限
内
に
償
還
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
連
帯
保
証
人
の

有
無
に
よ
っ
て
利
子
（
年
１
％
）

が
掛
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
助
成
支
援
係
☎

４
７
０
・
７
７
３
６
へ
。

　
都
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
方

が
、
経
済
的
に
自
立
し
て
、
安
定

し
た
生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な

資
金
を
お
貸
し
し
て
い
ま
す
。

　
【
貸
し
付
け
対
象
】母
子
及
び
父

子
福
祉
資
金
＝
原
則
と
し
て
都
内

に
６
カ
月
以
上
居
住
す
る
母
子
家

庭
の
母
親
・
父
子
家
庭
の
父
親
な

ど
で
、　

歳
未
満
の
お
子
さ
ん
を

２０

扶
養
し
て
い
る
方
▼
女
性
福
祉
資

金
＝
原
則
と
し
て
都
内
に
６
カ
月

以
上
居
住
す
る
配
偶
者
が
い
な
い

を
添
付
し
て
減
免
申
請
書
の
提
出

が
必
要
で
す
。

　
【
提
出
書
類
】①
入
所
申
請
書
②

保
護
者
の
状
況
を
証
明
す
る
書
類

（
勤
務
証
明
書
・
病
気
治
療
中
の

と
き
は
医
師
の
診
断
書
・
そ
の
ほ

か
の
理
由
で
家
庭
で
の
適
切
な
監

護
が
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
理
由

書
）
③
市
民
税
非
課
税
世
帯
は
世

帯
全
員
の　
年
度
住
民
税
非
課
税

２９

証
明
書
。
市
民
税
均
等
割
の
み
の

課
税
世
帯
は
世
帯
全
員
の　
年
度

２９

住
民
税
課
税
証
明
書
。
生
活
保
護

世
帯
は
受
給
証
明
書

　
※
入
所
申
請
書
と
勤
務
証
明
書

の
用
紙
は
、　

月
１
日
（
水
）
か

１１

ら
同
課
、
各
学
童
保
育
所
で
配
布

し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
申
し
込
み

は
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
保
護
者
が

直
接
、
必
要
書
類
を
同
課
へ
持
参

し
て
く
だ
さ
い
▼
受
付
期
間
後
に

申
し
込
み
の
あ
っ
た
児
童
に
つ
い

て
は
、
入
所
時
期
が
遅
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
▼
提
出
さ
れ
た
書
類

を
基
に
入
所
判
定
を
行
い
、
入
所

児
童
を
決
定
し
ま
す
。
希
望
者
が

定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
▼
入

所
決
定
は
小
学
１
年
～
３
年
生
の

児
童
を
優
先
し
ま
す
。
小
学
４
年

生
以
上
の
児
童
は
、
障
害
を
お
持

ち
の
児
童
を
優
先
し
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
児
童
青
少
年
係

☎
４
７
０
・
７
７
３
５
へ
。

　
　
月　
日
（
火
）
は
、
市・

１０

３１

都
民
税
第
３
期
、
国
民
健
康

保
険
税
第
４
期
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
第
４
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
（
郵

便
局
）・コ
ン
ビ
ニ
で
お
納
め

く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７

０
・
７
７
２
９
へ
。

　
こ
の
機
械
は
、
電
話
の
呼
び
出

し
音
が
鳴
る
前
に
犯
人
に
警
告
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
流
す
た
め
、
犯
人
が

通
話
を
断
念
し
、
被
害
を
未
然
に

防
止
す
る
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。 　

【
対
象
者
】市
内
在
住
で　
歳
以

６５

上
の
方
。　
※
既
に
警
察
署
ま
た

は
市
か
ら
通
話
録
音
機
を
貸
与
さ

れ
て
い
る
世
帯
は
除
き
ま
す
。

　
【
貸
与
台
数
】１
０
０
台（
１
世

　
市
で
は
、
防
災
や
防
犯
の
情
報

を
登
録
者
に
電
子
メ
ー
ル
で
配
信

す
る「
東
久
留
米
市
防
災
メ
ー
ル
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
身
近
に

感
じ
て
い
た
だ
く
た
め
、
メ
ー
ル

サ
ー
ビ
ス
の
愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
応
募
方
法
】　
月　
日（
火
）ま

１０

３１

帯
に
１
台
）

　
申
し
込
み
は　
月　
日
（
月
）

１０

１６

か
ら
身
分
証
明
書
ま
た
は
公
的
機

関
が
送
付
し
た
住
所
・
氏
名
が
確

認
で
き
る
郵
便
物
な
ど
を
持
参
の

上
、防
災
防
犯
課（
市
役
所
２
階
）

へ
。
　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
６
９
へ
。

テ
ー
マ
に
関
心
の
あ
る
方

　
【
定
員
】　

人
６０

　
【
講
師
】特
定
社
会
保
険
労
務
士

の
市
村
玲
子
氏

　
【
そ
の
他
】保
育（
セ
ミ
ナ
ー
実

施
日
の　
日
前
ま
で
に
要
予
約
）、

１０

手
話
通
訳
（
セ
ミ
ナ
ー
実
施
日
の

　
日
前
ま
で
に
要
予
約
）
あ
り

１６
　
申
し
込
み
は
電
話
（
０
４
２
・

３
２
３・８
５
１
１
）、
フ
ァ
ク
ス

（
０
４
２
・
３
２
３
・
８
５
１
２
）

ま
た
は
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
は
た
ら
く
ネ

ッ
ト
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://ww

w.hataraku.metro.tokyo.jp

）
で

東
京
都
労
働
相
談
情
報
セ
ン
タ
ー

国
分
寺
事
務
所
へ
。

　
※
セ
ミ
ナ
ー
の
み
の
参
加
も
可
。

セ
ミ
ナ
ー
は
要
事
前
予
約
、
個
別

相
談
会
は
当
日
会
場
で
申
し
込
み
。

　
詳
し
く
は
同
事
務
所
へ
。

で
に
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・

愛
称
を
記
入
の
上
、フ
ァ
ク
ス（
４

７
０・７
８
０
７
）、
電
子
メ
ー
ル

（bosaibohan@
city.higashikur

ume.lg.jp

）
ま
た
は
直
接
防
災
防

犯
課
（
市
役
所
２
階
）
へ

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
６
９
へ
。

市長

活
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
へ

　
少
子
高
齢
化
社
会
が
進
み
、

人
口
構
造
に
ひ
ず
み
が
生
じ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
口
減
少

へ
と
突
入
し
、
地
域
経
済
の
衰

退
な
ど
が
課
題
と
さ
れ
る
と
と

も
に
、
地
方
自
治
体
の
安
定
し

た
運
営
に
大
き
く
影
響
を
与
え

る
こ
と
か
ら
各
自
治
体
で
は
頭

を
悩
ま
せ
て
い
ま
す
。

　
当
市
は
、　

年
１
月
１
日
現

２９

在
の
高
齢
化
率
が　
・　

％
で

２７

３８

あ
り
、
多
摩
地
域
の
平
均
を
超
え

高
齢
化
が
進
ん
だ
自
治
体
で
す
。

先
日
、「
い
き
い
き
長
寿
大
会
」を

開
催
し
た
と
こ
ろ
、
多
く
の
方
々

に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
皆
さ
ん

の
笑
顔
が
印
象
的
で
し
た
。
笑
顔

で
暮
ら
せ
る
た
め
に
、
健
康
で
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
が

重
要
で
す
。

　
ま
た
、
少
子
化
が
進
む
状
況
で
、

出
生
率
ア
ッ
プ
、
子
育
て
世
代
の

転
入
増
に
向
け
て
は
、
子
育
て
支

援
策
を
い
か
に
充
実
さ
せ
て
い
け

る
か
が
大
き
な
鍵
と
な
り
ま
す
。

そ
の
中
で
、
喫
緊
の
課
題
と
し
て

待
機
児
童
対
策
は
重
要
な
取
り
組

み
で
す
。
私
が
市
長
に
就
任
以
降
、

　
年
度
に
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

２７援
事
業
計
画
」
を
策
定
し
、　

年
２８

度
ま
で
の
２
カ
年
で
１
０
１
人
の

受
け
入
れ
枠
を
増
や
し
、　

年
４

２９

月
に
新
保
育
園
の
開
設
な
ど
に
よ

り
１
５
２
人
の
受
け
入
れ
枠
が
増

え
て
待
機
児
童
解
消
策
を
加
速
さ

せ
て
い
ま
す
。　

年
度
に
向
け
て

３０

は
、
４
月
開
設
を
予
定
し
て
い
た

保
育
所
の
う
ち
１
カ
所
の
開
設
時

期
が　
年
度
以
降
に
延
期
と
な
る

３１

一
方
、
年
度
途
中
と
な
り
ま
す
が
、

新
川
町
に
新
た
に
保
育
所
を
開
設

す
る
計
画
を
追
加
し
、
本
年
８
月

に
実
施
計
画
の
改
訂
を
行
い
ま
し

た
。
こ
の
計
画
で
は
、
市
が
見

込
ん
で
い
る
保
育
サ
ー
ビ
ス
の

量
は
、　

年
４
月
時
点
で
保
育

３０

所
な
ど
の
定
員
内
に
収
ま
る
推

計
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な

市
政
運
営
に
向
け
て
は
、
若
い

世
代
を
呼
び
込
む
こ
と
が
大
切

で
す
。
現
在
、
新
児
童
館
の
建

設
も
進
め
て
い
ま
す
が
、
子
育

て
世
代
へ
の
魅
力
を
さ
ら
に
高

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
か
つ
て
な
い
超
少
子
高
齢
化

社
会
を
乗
り
越
え
て
い
く
、
人

口
減
少
が
進
む
中
で
地
域
経
済

を
衰
退
さ
せ
な
い
た
め
の
鍵
は

何
で
し
ょ
う
か
。
魅
力
あ
る
ま

ち
に
は
活
力
が
あ
り
、
活
力
が

あ
る
ま
ち
に
は
人
が
集
ま
っ
て

来
ま
す
。

　
そ
の
活
力
の
源
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
持
っ
て
い
る

元
気
な
力
だ
と
思
い
ま
す
。
老

若
男
女
み
ん
な
が
輝
く
ま
ち
は
、

活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ

な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ま
す
。

　
ま
ち
の
活
力
を
生
み
、
魅
力

を
高
め
て
い
く
好
循
環
が
持
続

す
る
市
政
、
そ
の
た
め
に
は
市

民
の
皆
さ
ん
の
元
気
な
力
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。

市
税
の
納
付
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

東
京
都
母
子
及
び
父
子
福
祉
資
金
・

女
性
福
祉
資
金

貸
し
付
け
の
ご
案
内

学
童
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
み

一
次
申
請
受
け
付
け
は

　

月
１
日（
金
）～
７
日（
木
）

１２

巧
妙
化
す
る
振
り
込
め
詐
欺
を
撃
退
す
る
た
め
に

「
自
動
通
話
録
音
機
」
の
貸
し
出
し
を
行
い
ま
す

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口

 

を
開
設
し
ま
す
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【
セ
ミ
ナ
ー
＆
相
談
会
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パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
っ
て
、
ど
ん
な
労
働
者
？ 

～
多
様
（
い
ろ
い
ろ
）
な
働
き
方
に
お
け

～
多
様
（
い
ろ
い
ろ
）
な
働
き
方
に
お
け
るる

ひ
と
つ
の
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
と
し
て
～

　

ひ
と
つ
の
ワ
ー
ク
ス
タ
イ
ル
と
し
て
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度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度
多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多
様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様様
ななななななななななななななななななななななななななななななななな
働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働働
ききききききききききききききききききききききききききききききききき
方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方
セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセ
ミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ
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年
度
多
様
な
働
き
方
セ
ミ
ナ
ー
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市
防
災
メ
ー
ル
の

　
　
　
　

愛
称
を
募
集
し
ま
す


